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オール豊橋で「こどもの権利条例」制定のプロセスが進むことを願う陳情書

１、陳情の趣旨

　愛知県では、去る10月20日、「子どもの権利に関する条例」の制定に向けた検討を開始するための、子ども・子育て会議が開催されました。すでに、県内には、10自治体において「子どもの権利条例」が制定されており、豊橋市にとっても心強い限りです。ことに本市では、市長の公約で条例制定に言及されていることからも、東三河市町から豊橋市の条例制定への期待が高まっていることを感じています。
　私たちは他都市との交流や学習会で、条例制定のプロセスこそが大切であることを学んできました。市長・教育長・議会のトップダウンによるリードと共に、子どもに関わる幅広い多様な市民が学び合いながら、対話を続け、条例制定のプロセスに参加することで、子どもの権利の理念が市民に広く周知される機会になります。
　本市は、「こども計画」を策定されて、ますます、こどもの声を聴く施策に全庁で取り組んでいる様子も伺っています。条例策定検討段階から制定へと進めていただくこの期のプロセスを、オール豊橋で取り組まれることを願い、以下３点陳情します。

２、陳情項目
(1)市長・教育長が両輪となり、豊橋の「こどもの権利条例」制定に取り組まれること。
(2)市民が子どもの権利について学ぶ機会を持ち、条例制定のプロセスに主体的に参加できる環境が整えられること。
(3)条例制定のプロセスに、すべての子どもが参加できる環境整備が進むこと。

